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消防長 …………………… 二宮 幸人君                       

────────────────────────────── 

午前10時05分開議 

○議長（後藤 憲次君）  皆さん、おはようございます。議員各位には、常任委員会等での連日の

御審議、御苦労さまです。本日もよろしくお願いをいたします。 

 ２０番、工藤安雄議員より、所用のため欠席届が出ておりますので、許可しております。 

 ただいまの出席議員数は２５人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開き

ます。 

 執行部より、市長、助役、教育長並びに各部課長の出席を求めています。 

 ここで、議案の訂正がありますので、していただきます。議案第７２号から第７５号までの

４件を、各担当課から説明をさせます。どうぞ。 

○商工観光課長（吉野 宗男君）  皆さん、おはようございます。議長の承認をいただきましたの

で、内容についての御説明を申し上げます。 

 お手元に資料はお配りをいたしておりますけども、議会初日に御提案申し上げました議案第

７２号由布市城ヶ原農村公園条例の制定についてでありますが、６月１５日の本会議で御指摘を

いただきました、別表の使用料の中で、キャンピングカーに関する料金が記載漏れとなっていま

した。ここに、おわび申し上げますとともに、書類の差しかえをお願い申し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。（発言する者あり）申しわけございません。一枚紙になっておると

思いますけども。（発言する者あり）一番最後のですね、別表がついてる部分だけの紙になって

おりますんで。癩癩済いません、よろしくお願いいたします。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  産業建設部長です。おはようございます。 

 ７３号、７４号、７５号議案について、訂正をお願いいたしたいと思います。 

 お手元に配付をさしていただいておりますが、この条例の附則でございますが、附則の２、経

過措置についての全文内容をちょっと簡潔にいたしまして、わかりやすくするということで、訂

正をさしていただきました。 

 ３件とも、この経過措置について、お手元に配付しているように訂正をしております。それで、

議案の差しかえ方をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（後藤 憲次君）  訂正をよろしくお願いします。 

 それでは、本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程（第５号）により行います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第７０号 
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日程第２．議案第７３号 

日程第３．議案第７４号 

日程第４．議案第７５号 

日程第５．議案第８０号 

○議長（後藤 憲次君）  日程第１、議案第７０号由布市農業施設条例を廃止する条例についてか

ら、日程第５、議案第８０号由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の一部

改正についてまでの５件を、一括議題とします。 

 付託いたしております諸議案について、関係常任委員長に、それぞれの議案審議に係る経過と

結果について報告を求めます。 

 まず、文教厚生常任委員長、溝口泰章君。 

○文教厚生常任委員長（溝口 泰章君）  おはようございます。 

 文教厚生常任委員会に付託されました議案第８０号の委員会審査結果を報告申し上げます。 

 議案第８０号由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の一部改正について、

審査の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 経過及び理由は、由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例に、内徳野地区

自治公民館を追加するための条例改正であります。審議の結果、可決すべきと決定いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  次に、観光経済常任委員長、西郡均君。 

○観光経済常任委員長（西郡  均君）  報告前にお願いします。審査報告書の、事件番号議案第

７２号癩癩下の、下段の方です、これ間違って挿入いたしました。削除をお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、観光経済常任委員会からの報告を行いたいと思います。 

 本委員会に付託された議案７０号、７３号、７４号、７５号について、その審査の経過と結果

について御報告をしたいと思います。 

 当委員会は、昨日、６月２０日、午前１０時から、本庁舎の第１委員会室で委員会を、全員出

席のもと、開催いたしました。午前中、これらの案件について審査し、午後、現地を視察いたし

ました。 

 結果については、またきょうも早朝から委員会開いて、検討したところであります。 

 それでは、御報告いたします。 

 事件番号議案第７０号由布市農業施設条例を廃止する条例については、審査の結果、原案を可

決すべきものと決定いたしました。 

 この由布市農業施設条例には、由布市里の駅陣屋市場施設と由布市塚原農業研修所、由布市川
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西農村健康高齢センター、それに、由布市下湯平地域特産物加工施設の、４施設がありました。

今回、由布市の塚原農業研修所を除く３施設については、それぞれ指定管理者の管理を可能とす

る施設条例がつくられます。 

 なお、塚原農業研修所については、普通財産として、近日中に塚原の雛戸地区住民に払い下げ

る予定であります。 

 事件番号議案第７３号由布市里の駅陣屋市場施設条例の制定については、審査の結果、原案を

可決すべきものと決定いたしました。 

 これは、由布市農業施設条例にあった由布市里の駅陣屋市場施設を、議案７０号で廃止し、同

時に指定管理者の管理を可能とするこの条例をつくるわけであります。 

 事件番号議案第７４号由布市川西農村健康交流センター条例の制定について、審査の結果、原

案を可決すべきものと決定いたしました。 

 これも、農業施設条例にあった由布市川西農村健康交流センターを、７０号で廃止し、この指

定管理者の管理を可能とする条例をつくったわけであります。 

 事件番号議案第７５号由布市下湯平地域特産物加工施設条例の制定については、審査の結果、

原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 これも、由布市農業施設条例にあった下湯平地域特産物加工施設を、７０号で廃止し、この指

定管理者の管理を可能にする条例をつくるものであります。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（後藤 憲次君）  以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより審議に入ります。 

 まず、日程第１、議案第７０号由布市農業施設条例を廃止する条例についてを議題として質疑

を行います。 

 質疑ありませんか。（「議長、委員長報告に対する質疑はないんですか」「委員長報告に対す

る質疑のこと」と呼ぶ者あり）そうです、そうです。２番、髙橋義孝君。 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  済いません。ちょっと質疑に入る前に、先ほどの差しかえの資料

のですね、里の駅陣屋市場施設条例の制定についての、利用許可の取り消し等第８条のですね、

これが７項までしかないんですけど、前のを見ますと、８項まであって、多分、この第３項と第

４項がですね、合体したような形になってるんですが、これは記載漏れなのか、あえてこの部分

だけを取りまとめたのか、ちょっと教えてください。癩癩もう一回説明しましょうか。おわかり

になりますか。 

○議長（後藤 憲次君）  休憩、休憩します。（「８条、それが」と呼ぶ者あり） 

○議員（２番 髙橋 義孝君）  第８条が、これだけ７項までしかないんですね。だから、多分、
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第８条第３項、「利用者の利用が公の秩序を乱し、または、善良な風俗を害するおそれがあると

き」、その次に今度、（４）として、「当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき」と、前条

例（案）もそうなってますし、ほかの条例（案）もそうなっているんですが、単に、これは抜け

たのか、合体させたのか、その辺を教えてください。（発言する者あり） 

○議長（後藤 憲次君）  再開します。 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  産業建設部長です。 

 髙橋議員の御指摘のとおり、第７３号議案由布市里の駅陣屋市場施設条例の制定についての第

８条の３項がですね、「利用者の利用が公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあ

るとき」というところで切るべきところを、そして、ここに（４）が入るべきものです。訂正の

ときに、ここがまた間違いを起こしたということで、大変申しわけありません。 

 この条例につきましては、また訂正して皆さん方にお配りいたしますので、おわびしたいと思

います。（発言する者あり） 

○議長（後藤 憲次君）  もう、それでいい。もっとはっきりした方がいい。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  ４を入れてですね、４以降を繰り上げて８まで、今までどおり

ということで、この分について。 

○議長（後藤 憲次君）  この分、５が４になるの。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  はい。４が５、５が６、６は７、７が８ということ、そういう

ことで、後で訂正して、またお配りいたしたいと思いますので、御了解お願いいたします。 

○議員（１番 小林華弥子君）  今、口頭で訂正した上で、その場で議決をしないと、今、これ採

決するんですよね。直した文書を後で配っていただいても構いませんけれども、今、口頭で「訂

正をします」と言っていただかないと、採決できないと思うんですけど。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  わかりました。 

 以上のように訂正をいたしますので、お願いいたします。 

○議長（後藤 憲次君）  後でまた訂正をお配りしますが、それでもよろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）では、そのようにします。よろしくお願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 討論を省略し、これより議案第７０号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 
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○議長（後藤 憲次君）  起立多数であります。よって、議案第７０号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第２、議案第７３号由布市里の駅陣屋市場施設条例の制定についてを議題として質

疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 討論を省略し、これより議案第７３号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（後藤 憲次君）  起立多数であります。よって、議案第７３号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３、議案第７４号由布市川西農村健康交流センター条例の制定についてを議題と

して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 討論を省略し、これより議案第７４号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（後藤 憲次君）  起立多数であります。よって、議案第７４号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第４、議案第７５号由布市下湯平地域特産物加工施設条例の制定についてを議題と

して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 討論を省略し、これより議案第７５号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（後藤 憲次君）  起立多数であります。よって、議案第７５号は原案のとおり可決されま

した。 
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 次に、日程第５、議案第８０号由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の

一部改正についてを議題として質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 討論を省略し、これより議案第８０号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔議員24名中起立24名〕 

○議長（後藤 憲次君）  起立多数であります。よって、議案第８０号は原案のとおり可決されま

した。 

 ここで休憩をします。 

 議運の委員は第１委員会室に集まってください。（「何分ですか、何分からですか」と呼ぶ者

あり）いや、もう即。癩癩再開は４０分にします。 

午前10時23分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時40分再開 

○議長（後藤 憲次君）  再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第１１８号 

日程第７．議案第１１９号 

日程第８．議案第１２０号 

日程第９．議案第１２１号 

○議長（後藤 憲次君）  お諮りします。本日、市長から議案４件の提出がありました。ついては、

この議案４件を本日の日程に追加し、追加日程第６から日程第９として議題といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  意義なしと認めます。よって、議案４件を本日の日程に追加し、議題と

することに決定をいたしました。 

 それでは、本日追加議案として提出されました日程第６、議案第１１８号由布市里の駅陣屋市

場の指定管理者の指定についてから、日程第９、議案第１２１号内徳野地区自治公民館の指定管

理者の指定についてまでの４件を、一括上程いたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 
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○市長（首藤 奉文君）  議員の皆様、連日、お世話でございます。きょうまた追加議案の御承認

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいま上程されました追加議案につきましては、指定管理者の指定をするものでありますの

で、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第１１８号由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定につきまして、議案第

１１９号由布市川西農村健康交流センターの指定管理者の指定について及び議案第１２０号の由

布市下湯平地域特産物加工施設の指定管理者の指定については、各施設とも生産団体や農村女性

団体と委託契約を締結し、管理運営を行ってきたところでございますが、指定管理者制度の導入

に伴いまして、これまでどおりの委託団体に、施設設置の目的に従い、今後も管理運営を行うこ

とで了解を得られましたので、指定管理者の指定を行うものでございます。 

 次に、議案第１２１号の内徳野地区自治公民館の指定管理者の指定について御説明を申し上げ

ます。 

 先ほど、議案第８０号で、指定管理者制度の導入に関する議決をいただきましたので、内徳野

地区自治公民館の指定管理者の指定を行うためのものでございます。 

 以上、追加議案の提案理由の説明をさしていただきました。 

 何とぞ慎重なる審議の上、御協賛賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（後藤 憲次君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、担当部課長に、各議案について順次詳細説明を求めます。農政課長。 

○農政課長（平野 直人君）  農政課長です。議案第１１８号由布市里の駅陣屋市場の指定管理者

の指定について御説明をいたします。 

 先ほど市長が御説明をしたように、陣屋市場は、長年、婦人団体による運営がなされておりま

して、今日まで黒字経営で来ているものでございます。 

 指定の管理者は、陣屋市場組合代表者、安部末子さんでございます。指定管理の期間が、

１８年の９月１日から２２年の３月３１日までということになっております。 

指定の条件といたしまして、施設の管理は指定管理協定書に基づいて行う、２として、指定管理

者が法令及び指定管理協定書に違反したときは、指定の取り消しを、または停止を行うというこ

とでございます。 

 提案理由といたしましては、由布市里の駅陣屋市場の管理を行わせる指定管理者を指定するた

めのものでございます。 

 次に、議案第１１９号由布市川西農村健康交流センターの指定管理者の指定についてでござい

ます。 

 これは、由布市川西地域特産加工センターと川西の温泉施設、この２つのことを指しておりま
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す。指定管理者は、川西校区管理組合代表者、川上克明さんでございます。期間は、１８年の

９月１日から２２年の３月３１日まででございます。指定の条件といたしまして、施設の管理は

指定管理協定書に基づいて行う、２といたしまして、指定管理者が法令及び指定管理協定に違反

したときは、指定の取り消しまたは停止を行う、いうことでございます。 

 提案理由といたしまして、川西農村交流センターの管理を行わせる指定管理者を指定するため

のものでございます。この川西地域も、長年、川西校区の管理組合で管理委託をして運営を行っ

てきたものでございます。 

 次に、議案第１２０号由布市下湯平地区特産物加工施設の指定管理者の指定についてでござい

ます。 

 下湯平地区の特産物加工施設でございますが、下湯平地域の特産物加工管理組合代表者、渡辺

久米雄さんに指定管理をするものでございます。期間といたしまして、１８年９月１日から

２２年３月３１日。指定の条件でございまして、１番として、施設の管理は指定管理協定書に基

づいて行う、２といたしまして、指定管理者が法令及び法定管理協定書に違反したときは、指定

の取り消しまたは停止を行うということでございまして、提案の理由は、由布市下湯平地域特産

物加工施設の管理を行わせる指定管理者を指定するためのものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  教育次長。 

○教育次長（後藤 哲三君）  それでは、議案第１２１号につきまして詳細説明を行います。 

 内徳野地区自治公民館の指定管理の指定についてであります。施設名及び所在地につきまして

は、内徳野地区自治公民館、所在地は、由布市湯布院町川西８２６番地４、指定管理者として、

内徳野自治区自治委員、得能健男、由布市湯布院町川西７８０番地であります。指定期間として、

平成１８年９月１日から平成２８年３月３１日までであります。指定条件といたしまして、施設

の管理は指定管理協定書に基づいて行うと。２として、指定管理者は、法令及び指定管理協定書

に違反したときは、指定の取り消しまたは停止を行うということであります。 

 提案理由といたしましては、内徳野地区自治公民館の管理を行わせる指定管理者を指定するた

めであります。 

 以上であります。 

○議長（後藤 憲次君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

 ここで休憩します。再開は１０時５５分から行います。 

午前10時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時55分再開 
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○議長（後藤 憲次君）  再開します。 

 これより各議案について質疑を行います。 

 まず、日程第６、議案第１１８号由布市里の駅陣屋市場の指定管理者の指定についてを議題と

して質疑を受けます。質疑ありませんか。はい、どうぞ、吉村幸治君。 

○議員（１９番 吉村 幸治君）  １９番、吉村です。ほかの４件にも通じるんですけど、この指

定条件の中の２番目ですね、「指定管理者が法令及び指定管理協定書に違反したときは、指定の

取り消しまたは停止を行う」と、まあ、この文言に対しまして、そのチェック機関と申しますか、

そういう第三者的なものをつくるのかつくらないのか、まあ、だれがこういうふうな判断基準を

下すのか、その辺をちょっと詳しく説明をお願いします。 

○議長（後藤 憲次君）  行財政改革室長。 

○行財政改革室長（相馬 尊重君）  １９番、吉村議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 施設の管理状況につきましては、定期的に管理者である市長の方に報告を出させるようにして

おります。業務内容等でございます。その内容を担当課でチェックをいたしまして、そこで法令

等違反があった場合は、管理者である市長が判断して、停止または癩癩停止の処分をすることが

できるようになっております。 

 なお、指定管理を取り消す場合については、また選定委員会等、そういった部局に諮りながら

判断した上で、最終的には、市長が判断し、決定するようになっております。 

 以上でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  ほかに。１９番、吉村幸治君。 

○議員（１９番 吉村 幸治君）  状況はわかったんですけども、まあ、こうした場合ですね、や

はり第三者が、その協定書に基づいた運営がなされておるかということを、そうした目でやはり

見るということが必要じゃないかなと思うんですね。 

 そうしないと、やはり、「慣れ」という言葉は大変御無礼かもしれないですけども、そうした

ことで、厳しいチェックというのはできないおそれがあるんじゃないかなと危惧するんですけど

も、その辺の心配がないように、まあひとつ、くれぐれもよろしくお願いいたいと思います。 

○議長（後藤 憲次君）  ほかに。１番、小林華弥子さん。 

○議員（１番 小林華弥子君）  まず、これらのほか、４件みんなそうなんですけど、今回指定管

理者を指定しておりますが、これは、事前に、その選定委員会に諮ったんでしょうか。先ほど条

例が可決されたんですが、選定委員会で事前に諮って、この指定管理者を指定することにしたの

かどうか、まずそこを教えてください。 

○議長（後藤 憲次君）  行財政改革室長。 

○行財政改革室長（相馬 尊重君）  １番議員の御質問にお答えいたします。 
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 直近の指定管理選定委員会は、６月６日に開催をいたしております。この時点では、条例の整

備が整っておりませんで、まだ議会での可決をいただいてない段階でございました。そういった

ことで、正式にこの選定委員会での議題としてはかけておりませんけども、その他の項目で、今

定例議会で条例の制定の可決があった場合には、従前から委託契約してる団体と指定管理による

指定管理者制度に移行させたいということを御報告をいたしまして、御承認をいただいたところ

でございます。 

○議長（後藤 憲次君）  １番、小林華弥子さん。 

○議員（１番 小林華弥子君）  そうしますと、まあ、一応、その他項目で、事前に選定委員会で

検討はした結果、この管理者ということですが、議案第１１８号の説明資料の中でですね、収支

計画書が出ておりますけれども癩癩この、様式第３号ですね、この収支計画書を見ますと、特に

市場の方の部分は、今後４年間、ずっと赤字の見込み、当期利益がずっと赤字で出されているん

ですが、今後のその収支計画が赤字前提ということっていうことについてですね、これどういう

ふうな選定、委員会の中の選定とですね、赤字を前提としたことによる指定というのはどういう

ふうに考えていらっしゃるのか、教えてください。 

○議長（後藤 憲次君）  行財政改革室長。 

○行財政改革室長（相馬 尊重君）  選定委員会では、先ほども申し上げましたように癩癩失礼し

ました、１番議員にお答えします癩癩正式な議題としては掲げておりませんので、その時点では、

申請書、そういったものがまだ提出されてない状態で、一応、選定委員会には仕様書等によりま

す説明を行ったということで、収支のところについては、選定委員会での審議は行っておりませ

ん。 

 ただ、まあ、従前からの管理をお願いしてた団体であるということで、一応、御承認といいま

すか、御確認をいただいたということでございます。 

○議長（後藤 憲次君）  小林華弥子さん。 

○議員（１番 小林華弥子君）  そうするとですね、選定委員会では、申請書のみで、こういう事

業計画書を見ないで、一応検討はしたと、じゃ、最終的に、じゃあこういう赤字が予定されてい

るということを前提とした上で、それで指定管理に指定しようという判断はだれが行って、で、

そこは、赤字前提のところに指定管理を任せるということについての行政判断はどういうふうに

とってらっしゃるんでしょうか。 

○議長（後藤 憲次君）  行財政改革室長。 

○行財政改革室長（相馬 尊重君）  １番議員にお答えいたします。 

 選定委員会でも申し上げたんですけども、正式に議題とすることができず、その選定委員会に

諮るいとまがないということで、最終的には市長の判断で御提案さしていただきたいということ
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で御承認をいただいたところでございます。 

○議長（後藤 憲次君）  ほかにありませんか。癩癩いいですか。農政課長。 

○農政課長（平野 直人君）  １番議員にお答えをしたいと思います。 

 まあ、赤字ということでございますが、これは、市場の部分でございまして、現在、手数料を

１２％いただいております。この手数料につきましては、陣屋市場組合というのがございまして、

そこで手数料のパーセントを決めていくものですから、ここが、現行は、今１２％で計算をして

いるんですけども、将来赤字ということになれば、１５％に上げることも可能だというふうに思

っております。 

 ちなみに、陣屋市場が１２％で、かぐらちゃや、川西の加工センター等は２０％です。であり

ますんで、市場組合の協議をしてですね、この率を上げることは可能だというふうに思っており

ます。 

○議長（後藤 憲次君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  これで質疑を終わります。 

 次に、日程第７、議案第１１９号由布市川西農村健康交流センターの指定管理者の指定につい

てを議題として質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 次に、日程第８、議案第１２０号由布市下湯平地域特産物加工施設の指定管理者の指定につい

てを議題として質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 次に、日程第９、議案第１２１号内徳野地区自治公民館の指定管理者の指定についてを議題と

して質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  質疑なしと認めます。 

 以上で、各議案の質疑は終わりました。 

 ただいま質疑を行いました議案４件については、会議規則第３７条第１項の規定により、お手

元に配付の議案付託表のとおり、文教厚生委員会並びに観光経済常任委員会に付託をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（後藤 憲次君） 以上で、本日の日程はすべて終了しました。 
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 本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤 憲次君）  意義なしと認めます。本日はこれにて散会します。 

 御苦労さまでした。 

 議員各位は全員協議会室にお集まりください。 

午前11時06分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


